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本庄市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル

まえがき

本庄市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル（以下「本業務マニュアル」という。）

は、地震により被災した建築物の応急危険度判定に携わる者が、円滑に的確でかつ迅速な

判定を行えるよう、本庄市で活動する判定士のそれぞれの役割及び行動についてマニュア

ルとして記載したものであり、下図のように構成されています。

このたび、埼玉県が「被災建築物応急危険度判定士マッチングシステム」を開発し、令

和４年度から運用を開始しました。これに伴い、埼玉県被災建築物応急危険度判定業務マ

ニュアル（以下「県業務マニュアル」という。）が令和５年４月に改定されたため、本業

務マニュアルを改定するものです。

なお、市震前マニュアル及び実施本部業務マニュアルは、本庄市地域防災計画及び本庄

市被災建築物応急危険度判定要綱に基づき作成しております。作成にあたっては、県業務

マニュアル及び全国被災建築物応急危険度判定協議会発刊の被災建築物応急危険度判必携

を参考としており、万一、本市が被災した際にはこれらも活用されることになります。

※埼玉県は、県内の市町村災害対策本部が実施する被災建築物応急危険度判定業務を支援するため、支援本部業務のマニュ

アルを定めています。本業務マニュアルでは、「用語」の頁において支援業務に関する用語を参考に掲載しました。

令和６年３月
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市震前マニュアル
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第１ 目 的

このマニュアルは、地震発生後において、被災建築物の応急危険度判定（以下「判定」

という。）を円滑に実施するため、判定に関する計画の作成、建築物応急危険度判定士

（以下「判定士」という。）の参集方法及び判定資機材の備蓄等あらかじめ震前に、本市

が準備すべき基本的事項について定めたものである。なお、本庄市地域防災計画において

判定に関することは、復旧部（都市整備部長）のもと、建築班（建築開発課、営繕住宅課）

（以下「実施本部」という。）が担当しており、これに係る事務を所管課である建築開発

課が執り行うものとする。

第２ 実施体制の確立

１ 建築開発課長は、震度６弱以上の地震が発生した場合、実施本部を設置し判定活動を

実施する。ただし、「本庄市地域防災計画」に基づく初期活動体制又は非常体制におい

て、市長が実施本部を設置する必要があると認めた場合はこれを優先するものとする。

２ 震前実施計画

（１）実施本部体制

① 実施本部は、実施本部長（建築開発課長）のもと、次に掲げる業務体制によって

構成される。
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業務：判定全般の総括（◎）

業務：①判定実施計画の作成、見直し（◎○）

②判定実施計画の決定（◎）

③住民対応、報道機関対応（◎）

④支援本部、災害協定等関係自治体等との連絡調整（◎○）

⑤判定拠点ごとの判定士・判定コーディネーターの人数決定（◎○）

業務：①建築物の被災状況、交通規制等に関する情報収集（◎○）

②判定区域全体図・街区マップの作成（◎○）

③地元判定士等への参集要請（◎○）

④判定士、判定コーディネーターの名簿管理（◎○）

⑤判定コーディネーターとの連絡・調整（◎○）

⑥判定結果のとりまとめ（◎○）

⑦判定実施記録の作成（◎○）

⑧判定士の班編成※（◎○）

業務：①判定時配布チラシ等、判定関係資料作成（◎○）

②判定拠点、判定資機材、食事、宿泊の手配（◎○）

③自転車、バス等判定士移動手段の確保（◎○）

④民間判定士等補償制度事務（◎○）

注）被害状況により実施本部員が不足する場合、後方支援班を支援本部に設ける。

② 実施本部は、緊急時の連絡体制の名簿を整え、実施本部員の連絡先を把握し、実

施本部員に異動があった場合は直ちに名簿を更新する。

◎：復旧部建築班、本庄市職員で判定士の資格を持つ者

○：他自治体応援行政職員等

※ 判定コーディネーターの負担が大きくなる場合、判定士

の班編成については、後方支援班で行うことができる。

実施本部長

（建築開発課長）

判定計画班：2～6 人程度 ◎建築開発課係長職、担当職員１名 ○その他数名

判定支援班：3～10 人程度 ◎建築開発課係長職、担当職員２名 ○その他数名

後方支援班：2～6人程度 ◎営繕住宅課係長職、担当職員１名 ○その他数名
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（２）オペレーションタイプ

タイプＡを標準とする。

（３）想定地震と判定実施区域及び判定拠点、優先順位

① 地震による被災建築物等の予測

本庄市地域防災計画（埼玉県地震被害想定調査）に掲げる本市における最も大きな

地震被害をもたらすと考えられている「関東平野北西縁断層帯地震」による建築物の

被害想定に基づき市内の被害建築物の判定棟数を算出する。

② 判定実施区域及び判定拠点、優先順位

本庄市地震ハザードマップ、本庄市建築物耐震改修促進計画を活用し、判定区域

及び優先順位、判定拠点を次のとおりとする。

１）判定実施区域及び判定実施順位等の決定

○判定実施区域

ア 本庄市建築物耐震改修促進計画に掲げる区域（中心市街地木造住宅密集区

域、緊急輸送道路沿道区域）

イ 地震ハザードマップの建物全倒壊分布図を５つに分割した区域（次図）

タイプＡ 判定実施区域として定めた区域内の対象の建築物について、「外観」調査

を中心として判定を実施

タイプＢ 所有者等の「要請」に応じた対象について、「立入り」調査を含む判定の

実施

住宅の総数と被害想定 本庄市地域防災計画（H30.3）から一部抜粋

住宅（一戸建て住宅、長屋、共同住宅）の棟数

建
物
総
数

木造 ２４，９３０棟

非木造 ７，９３０棟

判定予測棟数 ３２，８６０棟

建物被害想定

項目 予測内容：被害棟数（関東平野北西縁断層帯地震「マグニチュード８．１」最大震度７）

建

物

被

害

木 造 揺れ・液状化
全壊 ５，１９２棟

半壊 ４，２１４棟

非木造 揺れ・液状化
全壊 ３３８棟

半壊 ６８９棟

急傾斜地崩壊
全壊 ３棟

半壊 ６棟

全 壊 計 ５，５３３棟

半 壊 計 ４，９０９棟
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○判定実施順位等

ア 本庄市建築物耐震改修促進計画に掲げる区域（中心市街地木造住宅密集区

域、緊急輸送道路沿道区域）

イ 地震ハザードマップの建物全壊棟数分布図に示す下表の区域

２）判定拠点は、原則、本庄市地域防災計画に掲げる防災拠点である本庄市役所本

庁舎及び児玉総合支所の２箇所を選定する。ただし、被災状況を鑑み必要に応じ

てその他の公共施設も検討する。

３）被災建築物の棟数の予想では、被害想定のほかに、建築物の確認申請台帳等を

参考に、市内の町丁目ごとに、全建築物数の把握をした上で旧耐震基準（昭和56

年５月以前に建てられた建築物）の建築物数を把握しておくことに努める。

また、都市計画基礎調査やハザードマップ（建物被害想定や液状化想定等）等

の資料を参考にして、要判定区域（又は判定実施区域）ごとの地盤及び建築物の

構造種別、建築年度分類等による地域の特性を把握

することに努める。

（４）対象となる建築物の用途規模

① 防災拠点となる庁舎、指定避難所等防災上重要な建築物を優先とする。なお、建

築班は施設点検を同時に行い、（一社）埼玉建築士会児玉支部、（一社）埼玉県建

築士事務所協会本庄支部、県等の協力を得て体制を整える。

② その他、対象となる建築物の用途規模は、基本的には戸建て住宅、共同住宅、長

屋、下宿又は寄宿舎（以下「住宅」という。）を対象とするが、判定実施区域内で

の住宅以外の木造、鉄骨造（S造）、鉄筋コンクリート造（RC 造）及び鉄骨鉄筋コ

ンクリート造（SRC造）の通常構法の建築物も被害状況により対象とする。ただし、

建築物の高さは10階程度以下とする。建築物の高さが10階程度以上の高層建築物や

大スパン構造、立体トラス構造、吊り構造などの特殊な建築物などは、早期に建築

士による調査を実施できるよう要請の準備に努める。

（５）判定実施期間

震前実施計画上の判定実施期間は、１０日間とする。

（６）判定業務実施計画（震前）

№ 建物全壊棟数（２５０ｍメッシュ内）

１ １０棟以上

２ ５棟以上１０棟未満

３ ２棟以上５棟未満

４ １棟以上２棟未満

５ ０棟より大きく１棟未満

６ ０棟
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市内の判定実施区域を５地区に分割するが、被災状況により市内全域を対象とする

か否かが不透明な状況であるため、本庄市地域防災計画（埼玉県地震被害想定調査）

に掲げる本市における最も大きな地震被害をもたらすと考えられている「関東平野北

西縁断層帯地震」による市内全域の全半壊棟数から震前における判定業務実施計画を

次表のとおり作成し、１０日間の判定実施期間で判定業務を完了するための必要判定

士数（市職員、協定、一般、県内・県外支援）、必要コーディネーター数、及び判定

棟数を算出する。
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（７）判定資機材

① 市は、判定資機材の備蓄状況、必要となる数を把握し、準備しておく。不足する場

合は事前に県に伝達し、情報共有しておく。

② 市は、判定拠点への判定資機材の運搬を想定しておく。また、県からの判定資機材

の輸送方法も想定する。

③ 市は、判定街区マップを事前に作成し、円滑に判定が実施できるよう保管場所を選

定する。また、１チームが１日に判定できる棟数を基準とし、チームごとの判定実施

区域を分けておく。

【解説】

① 本庄市地域防災計画に基づき被災建築物の危険度判定業務に必要な資機材の備蓄

を次表のとおり行う。保管場所は、本庄市役所本庁舎現業棟２階会議室とする。備

蓄資機材の状態を維持できるよう定期的に更新し、必要に応じ備蓄量の増加を検討

する。また、被災宅地の応急危険度判定業務にも弾力的に使用できるものとする。

必要判定士数及び必要コーディネーター数の算出

①必要判定士数

オペレーションタイプＡを基本とし、震前実施計画上は判定士２名で１つのチームを

編成し、判定棟数は 15 棟／チーム・日、個々の判定士の稼働日数を連続して３日間と

する。（被災建築物応急危険度判定士参集マッチングシステム（以下「参集マッチング

システム」という。）は１日単位での参集登録が可能であるため、県内判定士の必要判

定士数算定にあたっては、判定士の稼働日数を１日とすることも可能。）ただし、判定

実施区域が山間地であるなど１日あたりの棟数を低減する必要がある場合には、区域の

実情に応じた判定棟数を設定し算定する。

②必要判定コーディネーター数

必要判定コーディネーター数は、判定士５班（判定士10 チームを１班とするため、

判定士100 人）に１人かつ各判定拠点に原則１人以上配置するよう算定する。

③地元判定士数

地元判定士数（行政職員・民間判定士共に実際に判定活動ができる人数）を把握し

ておく。必要判定士数と地元判定士数から、不足する判定士数を把握しておく。支援

要請をする際に備え、あらかじめこの不足分を県へ伝達し、情報共有しておく。

④不足コーディネーター数

基本的には、行政においてコーディネーターを配置することとするが、コーディネ

ーターが不足する際には、地元コーディネーターの配置をせず、市が県へ支援要請を

行う。

⑤判定コーディネーターの配置

市は、地元判定コーディネーターの名簿を作成し、判定実施区域から作成した判定

街区マップをもとに配置計画を立てておく。
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② 判定拠点が児玉総合支所又はその他の公共施設による場合は、必要な判定資機材

を公用車にて運搬する。また、埼玉県からの支援必要判定資機材も埼玉県と調整の

うえ搬入する。輸送ルートは、被災状況を考慮したうえで緊急輸送道路を活用する

こととする。

③ 判定業務事前研修用としてビデオテープ（ＤＶＤ）の備えや、判定街区マップ

（15 棟／１チーム（判定士２名）・日）を作成する。判定街区マップの保管場所は、

本庄市役所本庁舎現業棟２階会議室とする。

№ 被災建築物応急危険度判定資機材一覧表

① 判定ステッカー ⑪ 登録証入れ（ネームフォルダー） ２００個

危険（赤） ８００枚 ⑫ カラーベスト ８０着

要注意（黄） １，１００枚 ⑬ 軍手 ８４双

調査済（緑） ２，３００枚 ⑭ 布テープ １００個

② 判定調査票 ⑮ マジック（黒・赤）

木造（うぐいす） ２，５００枚 １００セット（２００本）

ＲＣ造（ブルー） ５００枚 ⑯ ボールペン（黒） ２００セット

（４００本）Ｓ造（ピンク） ５００枚 クリップペンシル

③ ヘルメット ２０個 ⑰ マスク １００枚

④ コンベックス（ミニ） ３２個 ⑱ カイロ ９０個

⑤ 下げ振り ２０個 ⑲ ビデオ（DVD）研修用 ２枚

⑥ クリップボード（バインダー） １００枚 ⑳ 判定街区マップ １式

⑦ 腕章 ５０枚

そ
の
他

判定リーフレット ３，５００枚

⑧ クラックスケール ８０枚

⑨ ヘルメット用シール ８０枚

⑩ 雨合羽（ポケットコート） ８０着

【算出方法】

判定資機材の種類及び数量算定にあっては、全国被災建築物応急危険度判定協議

会発刊の「２０１８版被災建築物応急危険度判定必携」を参考に備蓄を行う。

平成２５年住宅土地統計調査から市内全域における住宅棟数（一戸建て住宅、長

屋、共同住宅）を基に、判定ステッカー、判定調査票の必要数を算出する。その他

の資機材については、震前における判定業務実施計画から市職員、地元民間判定士、

及びその後の支援要請による県内・県外判定士に必要な判定員数から必要最小限の

備蓄を行う。
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街区マップ作成用住宅地図

【作成方法】

①チームごとの判定実施区域を で囲う（1チームあたりの判定棟数が15棟／日であれば、できる限り15棟で囲う。）

②判定対象外の建物については、 印をつけておくなど、判定士が判定対象の判断に苦慮しないように努める。

③各チームの判定実施区域への割り振りについては、判定コーディネーターに対応させることができるため今回は省略。

※判定実施の際は、個人情報に係る建物名称を明示します。

×

判定街区マップ（作成例）
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第３ 判定士受入体制等の確立

市は、あらかじめ他都道府県等からの応援判定士の受け入れを想定して、本庄市地域

防災計画に基づき、以下の体制整備を行う。

１ 応援判定士のための宿泊施設を確保するための準備を行う。（市内の民間宿泊施設）

２ 応援判定士の１次参集場所（本庄市役所本庁舎又は児玉総合支所）までの移動手段等

について、利用できる道路網・交通機関を予測して、要請にあたり速やかに情報提供で

きるよう準備する。（緊急輸送道路の確保）

３ １次参集場所から、判定拠点までの応援判定士の移送について、あらかじめ移送手段

及び移送主体を計画する。（緊急輸送手段の確保）

４ 受け入れる応援判定士の人数に応じて、判定拠点から判定実施区域への移動に使用す

る自動車、自転車等を確保するための準備を行う。（緊急輸送手段の確保）

第４ 判定士等への情報連絡システムの確立

市は、実施本部が判定実施の決定後、直ちに判定士等に参集要請するなど、判定活動

を早急に開始できる体制整備が求められるため、県が養成した応急危険度判定士のうち、

本市に在住又は在勤する者の名簿の提供を受け、判定士等への情報連絡の方法について

確立しておく。なお、判定コーディネーター及び実施本部員についても同様とする。

１ 情報連絡システム等の確立

市は、地元判定士等に参集マッチングシステムによる参集希望登録を促す際、また、

参集マッチングシステムから従来の連絡方法（電話や電子メール等。以下同じ。）に切

り替えた際に情報伝達をスムーズに行うため、建築関係団体支部別、地元判定士の代表

別、平日・休日（夜間）別等によるネットワークを構築するなど、効率的でかつ実効性

のある情報伝達システムを確立する。

この場合、市から判定士等への要請及び判定士等からの市への諾否回答は、同一ルー

トにより行ない、判定活動に参加する判定士等の参集人数の取りまとめは、市が行うこ

とを原則とする。

また、判定士等へ参集マッチングシステムに登録するよう、随時要請を行う。

２ 建築関係団体への協力要請

（１）ネットワークの構築

市は、県と協力し、彩の国既存建築物地震対策協議会の会員である建築士会、建築

士事務所協会等の地域の建築関係団体に対して、緊急時の連絡網の整備についての協

力要請を事前に行う。
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（２）地元判定士等への情報伝達訓練

市は、地元判定士等に参集場所、参集時間、判定業務従事予定期間等、必要な事

項の連絡を行い、参集訓練を実施する。参集要請が円滑に行われるよう「本庄市被

災建築物応急危険度判定情報伝達訓練実施要領」により、情報伝達訓練を実施する。

第５ 判定技術の向上

市は、県及び彩の国既存建築物地震対策協議会等と協力して、判定技術の維持、向上

のため、定期的に判定技術等に関する講習、訓練等を行う。

第６ 判定資機材の備蓄

市は、県と協力して、判定活動に必要な資材、装備の備蓄を行う。

第７ 情報伝達の準備

市は、全国協議会で定めた応援要請のための要請書の記入方法等を震災時に使用でき

るよう準備する。

第８ 判定制度のＰＲ

市は、県と協力し、判定に関し、多数の判定士の確保並びに災害時における判定業務

の円滑な実施のため、判定制度について普及、啓発を行い、建築士をはじめ住民の理解

に努める。

県は、ＰＲ用パンフレット等を作成し配布するとしており、市も協力することに加え、

ＰＲ用パンフレット等を作成することに努める。

第９ その他の体制整備

本市の判定実施所管部局（復旧部建築班：建築開発課及び営繕住宅課）は、防災所管

部局（危機管理課）と連携しながら、判定が迅速かつ確実に実施できるよう、また判定

終了後においても必要な体制の整備に努める。なお、応援要請の方法、応援受け入れ体

制並びに費用の負担等について、防災所管部局に確認しておく。

また、費用負担については、全国マニュアル第３編３．４「被災建築物応急危険度判

定活動に係る経費負担のガイドライン」を参照する。
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実施本部業務マニュアル
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第１ 目 的

１ このマニュアルは、地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下など

から住民の安全を確保するため、判定を実施する本部の業務をあらかじめ定めることに

より、被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施することを目的とする。なお、

本庄市地域防災計画において判定に関することは、復旧部（都市整備部長）のもと、建

築班（建築開発課、営繕住宅課）が担当しており、これに係る事務を所管課である建築

開発課が執り行うものとする。

２ このマニュアルは、各業務マニュアルの震後対策編の一部として、本市に設けられる

被災建築物応急危険度判定実施本部（以下「実施本部」という。）の業務について定め

るものであり、他に作成される震前対策編、震後対策編の各マニュアルと相互に補完し

用いられることを前提としている。

第２ 実施本部の設置

１ 本市の復旧部建築班の建築開発課長（班長）は、震度６弱以上の揺れを観測した時、

実施本部を立ち上げ、埼玉県（以下「支援本部」という。）に実施本部を設置したこと

を連絡する。ただし、「本庄市地域防災計画」に基づく初期活動体制又は非常体制にお

いて、市長が実施本部を設置する必要があると認めた場合はこれを優先するものとする。

２ 実施本部の業務は以下の通りである。

① 地震発生時の情報収集

判定支援班は、災害対策本部と緊密な連携を図り、建築物の被災状況、及び交通規制

等に関する情報収集を行う。

② 判定実施要否の判断（第３による）

③ 判定実施計画の策定（第５による）

④ 実施本部体制の整備（第３による）

⑤ 地元判定士等への参集要請（第７による）

⑥ 判定士等の輸送、宿泊所の手配等（第10による）

⑦ 判定結果の報告及びその活用（第15による）

⑧ 実施本部業務の終了（第 17 による）

第３ 判定実施要否の判断

１ 震度６弱以上の場合は判定を実施する。ただし、被害の状況に応じ実施本部長（建築

開発課長）の判断に基づき、判定を実施しないこともできる。

２ 震度５強以下の場合は、被害の状況に応じた実施本部長の判断に基づき、判定実施の

要否を判断する。

３ 実施本部長は、判定の要否を判断した場合は、実施の有無にかかわらず、速やかに災

害対策本部及び支援本部に判定要否を連絡する。

４ 実施本部長は、判定を実施するにあたって、実施本部の構成組織として判定計画班、

判定支援班及び後方支援班を整備し、必要な人員を配置する。ただし、実施本部員が不

足する等やむをえない場合は、後方支援班については、実施本部内に設けず、支援本部

に設けることもできる。

- 19 -

実
施
本
部
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル



業務：判定全般の総括（◎）

業務：①判定実施計画の作成、見直し（◎○）

②判定実施計画の決定（◎）

③住民対応、報道機関対応（◎）

④支援本部、災害協定等関係自治体等との連絡調整（◎○）

⑤判定拠点ごとの判定士・判定コーディネーターの人数決定（◎○）

業務：①建築物の被災状況、交通規制等に関する情報収集（◎○）

②判定区域全体図・街区マップの作成（◎○）

③地元判定士等への参集要請（◎○）

④判定士、判定コーディネーターの名簿管理（◎○）

⑤判定コーディネーターとの連絡・調整（◎○）

⑥判定結果のとりまとめ（◎○）

⑦判定実施記録の作成（◎○）

⑧判定士の班編成※（◎○）

業務：①判定時配布チラシ等、判定関係資料作成（◎○）

②判定拠点、判定資機材、食事、宿泊の手配（◎○）

③自転車、バス等判定士移動手段の確保（◎○）

④民間判定士等補償制度事務（◎○）

注）被害状況により実施本部員が不足する場合、後方支援班を支援本部に設ける。

第４ 要判定区域、判定実施区域等の検討、決定

実施本部（判定計画班）は、以下の項目について検討、決定をし、その内容を速やか

に支援本部に連絡する。

１ 実施本部は、被害情報等をもとに地震の規模、被災範囲を推定し、建築物の倒壊等被

害の大きいと予想される地域（以下「要判定区域」という。）を設定した上で、当該区

域内の推定判定対象棟数から必要な判定士数、判定コーディネーター数を算出する。

◎：復旧部建築班、本庄市職員で判定士の資格を持つ者

○：他自治体応援行政職員等

※ 判定コーディネーターの負担が大きくなる場合、判定士

の班編成については、後方支援班で行うことができる。

実施本部長

（建築開発課長）

判定計画班：2～6 人程度 ◎建築開発課係長職、担当職員１名 ○その他数名

判定支援班：3～10 人程度 ◎建築開発課係長職、担当職員２名 ○その他数名

後方支援班：2～6人程度 ◎営繕住宅課係長職、担当職員１名 ○その他数名
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第５ 判定実施計画の策定

１ 実施本部（判定計画班）は、被害状況、被災地の状況に基づき、次の内容からなる判

定実施計画を策定する。

① オペレーションタイプ（タイプＡを標準とする）

② 判定実施区域及び判定拠点、優先順位

③ 対象となる建築物の用途、規模

④ 判定実施期間（１０日間を目安とする）

⑤ 必要判定士数

⑥ 地元判定士数・応援判定士数

⑦ 必要判定コーディネーター数

⑧ 地元判定コーディネーター数・応援判定コーディネーター数（必要に応じ算出）

⑨ 判定コーディネーターの配置計画

⑩ 判定資機材の数量

⑪ その他

２ 第１項の③から⑩までについては、判定実施区域ごとに定める。

判定士・判定コーディネーターに関する用語の包含関係

第６ 支援本部への支援要請

１ 実施本部長は、必要に応じて支援本部長に対して判定士、実施本部員、判定コーディ

ネーターの派遣、判定資機材等の支援要請を行う。

なお、知事会、姉妹都市等の災害協定等に基づく応援職員の派遣を受ける場合は、独

自の指示系統に基づく判定実施によって全体の判定実施計画との齟齬をきたし、混乱を

招きかねないことから、原則実施本部員に充てることとする。また、これらの応援職員

の派遣を受けた場合は、その支援内容について支援本部に連絡する。

２ 実施本部（判定計画班）は、支援内容、支援開始時期等について支援本部へ速やかな

な連絡を求める。

タイプＡ 判定実施区域として定めた区域内の対象の建築物について、「外観」調査

を中心として判定を実施

タイプＢ 所有者等の「要請」に応じた対象について、「立入り」調査を含む判定の

実施

判定士等

判定士 判定コーディネーター

地元判定士

(県内判定士)

応援判定士

(県内・県外判定士)

地元判定コーディ

ネーター

応援判定コーディネ

ーター

実施本部員

被災市町村職員 応援行政職員等
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第７ 地元判定士等への参集要請

１ 実施本部（判定支援班）は、参集マッチングシステムに参集場所、参集時間、判定業

務従事予定期間等、必要な事項の入力を行い、地元判定士等に参集を要請する。また、

地元判定士等に対して、従来の連絡システムにより、参集マッチングシステムへの登録

を促す。ただし、災害時において 24 時間以内に参集マッチングシステムが復旧しない

見込みの場合は、支援本部の判断により従来の連絡方法に切り替え、電話等により実施

本部に連絡する。その場合、実施本部（判定支援班）は、地元判定士等に参集場所、参

集時間、判定業務従事予定期間等、必要な事項の連絡を行い、参集を要請する。

なお、一日の判定活動予定は次表を標準とする。

２ 実施本部（判定計画班）は、派遣可能な判定士等の名簿を市の災害対策本部へ報告す

る。

第８ 判定資機材の手配

実施本部（後方支援班）は、判定拠点に必要な数量の判定資機材を輸送する。

第９ 判定コーディネーター及び判定士の配置

１ 実施本部（判定支援班）は、判定実施計画に基づき判定コーディネーターを配置する。

２ 実施本部（判定支援班）は、判定実施区域における必要な判定人数に応じた判定士を

配置する。

３ 実施本部（判定支援班）は、判定コーディネーターに班を編成させる。

第10 判定士等の輸送、宿泊所の手配等

１ 実施本部（後方支援班）は、災害対策本部と調整を図り、参集場所から判定拠点等へ

判定士等を輸送する。

２ 実施本部（後方支援班）は、災害対策本部と調整を図り、判定士等の宿泊場所の確保、

食料の準備等の確認を行う。

判定活動予定表（日没をＰＭ５：００とした場合）

ＡＭ８：００ 指定場所（判定実施本部）に参集 ○受付・班編成

○ガイダンス

判定地区へ移動

ＡＭ９：００ 判定業務実施 ○応急危険度判定活動

ＰＭ４：００ 判定業務終了

指定場所（判定実施本部）へ移動

ＰＭ５：００ 参集場所（判定実施本部）へ帰還 ○判定士安否確認

○判定活動内容報告、集計

・班長へ報告

・班長のみ（実施本部へ帰還）
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３ 実施本部（判定計画班）は、第１項及び第２項に関する情報を取りまとめ、実施本部

（後方支援班）だけでは準備が困難となる事項について、支援本部に連絡し、支援を要

請する。

第11 判定士等の受入れ・名簿作成、帰還

１ 実施本部（判定支援班）は、参集した判定士等の受入れを行い、民間・行政の区分が

わかるよう名簿を作成する。

なお、応援判定士等の場合、代表者が持参する名簿、判定資機材のリストに基づきこ

れらの確認を行う。ただし、参集マッチングシステムによる参集の場合、名簿は参集マ

ッチングシステムから出力されたものを用いる。

２ 実施本部（判定支援班）は、前項により要請した支援内容に対する不足が認められた

場合には、その内容について速やかに支援本部に連絡し、追加の支援を要請する。

３ 実施本部（判定支援班）は、第１項の名簿及び保険加入手続きに必要な情報などにつ

いて支援本部に連絡する。

４ 実施本部（判定支援班）は、支援本部から派遣された応援判定士等を、支援本部と調

整のうえ次により帰還させる。

① 用意した輸送手段により帰還させる応援判定士の確認

② 実施本部で用意した判定資機材の回収

第12 判定調査方法等のガイダンス

実施本部（判定支援班）は、判定活動の開始に先立ち、判定士に対する判定調査方法

等についてのガイダンスを、判定コーディネーターに行わせる。

第13 判定業務の開始

実施本部(判定支援班)は、判定コーディネーターに対して判定業務を開始するよう指

示する。

第14 判定業務の中止

１ 実施本部（判定計画班）は、荒天等により判定の継続が危険と判断される場合は判定

コーディネーターに対して判定業務を中止するよう指示する。なお、中止の判断は、支

援本部又は判定コーディネーターの意見を参考にすることができる。また、必要に応じ

て参集マッチングシステムにより判定士に中止の連絡をする。

２ 実施本部（判定計画班）は、判定業務の中止を判断したときは、支援本部に速やかに

に報告するものとする。

第15 判定結果の報告及びその活用

１ 実施本部（判定支援班）は、判定コーディネーターから報告を受けた当日分の判定結

果をとりまとめ、災害対策本部、支援本部へ報告する。

なお、実施本部（判定計画班）は、特に注意を必要とする被災建築物等の有無及び被
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災状況について考慮し、現地を再調査するなどの必要な措置をとる。

２ 実施本部長は、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めると

きは、判定を受けた建築物について立入禁止や使用禁止などの適切な措置をとるよう災

害対策本部長に要請する。

第16 住民への対応

１ 実施本部（判定計画班）は、被災地の住民に対して、判定実施の理解を得るために、

制度の内容や判定の実施状況等について広報する。

２ 実施本部（判定計画班）は、判定開始とともに、建築物等の所有者からの判定結果に

対する相談窓口を設置する。

第17 実施本部業務の終了

１ 判定業務の終了は、原則、判定実施計画に基づく実施期間が満了した時点とする。

２ 実施本部（判定支援班）は、判定結果の最終集計や資料の整理を行う。

３ 実施本部（判定計画班）は、最終集計された判定結果を、災害対策本部及び支援本部

へ報告する。

４ 実施本部長は、最終集計された判定結果を本市の担当部局へ引き継ぐとともに、実施

本部を解散する。

第18 実施本部解散後の対応

１ 建築開発課は、災害対策本部と連携して、必要に応じ、建築物等の所有者からの被災

度区分判定等の相談等に対応できるよう、建築関係団体への協力要請や相談窓口を設置

する等適切な措置をとる。

２ 建築開発課は、実施本部解散後においても、判定結果を災害復興等に役立てるべく災

害対策本部に協力する。

３ 判定結果等の関連資料等の保管は、建築開発課が行うものとする。

４ 建築開発課は、災害対策本部解散後においても、判定に従事した判定士等へのアフタ

ー・ケアーを心がける。
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判定士業務マニュアル
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第１ 目的

このマニュアルは、地震による被災建築物応急危険度判定を行う被災建築物応急危険度

判定士の業務基準を定めることにより、被災建築物の応急危険度判定を、迅速かつ的確に

行い余震による二次災害の防止を図ることを目的とする。

第２ 判定業務の心得

１ 被災建築物応急危険度判定士（以下「判定士」という。）は、原則として埼玉県又は

本庄市の要請により判定業務に従事する。

ただし、要請を受けないで自ら判定業務に従事することを希望する場合は、必ず埼玉

県の指示に従い行動する。

２ 判定士は、判定業務を行う被災地の都道府県等が定めた業務基準を遵守し迅速かつ誠

実に建築物の応急危険度判定を行うこととする。

３ 実施本部による参集要請は、参集マッチングシステムによる支援要請登録となるため、

県内で震度５弱以上の地震が発生した場合は、参集マッチングシステムにアクセスし、

実施本部の支援要請を確認する。

判定士への連絡手段として必要となる「判定活動用メールアドレス」と「情報配信用

メールアドレス」を、参集マッチングシステムに予め登録する。メールアドレスは常に

最新の情報とするため、毎年再登録が必要となる。埼玉県からの事前連絡に基づき再登

録を行う。

第３ 判定士の編成及び判定コーディネーター

判定士は、実施本部のもと以下の組織に編成される。

（１）チーム

被災地で実際に判定を実施する最小単位。原則判定士２名で構成される。

（２）班

被災地で実際に判定を実施する最小グループ。最大 10 のチームにより構成され、

判定コーディネーターから任命された班長、副班長が統括する。

（３）判定コーディネーター

実施本部、判定拠点及び支援本部において、判定の実施のために判定士の指導支

援を行う行政職員及び判定業務に精通した地域の建築団体に属する者。判定コーデ

ィネーター１名が最大５班（５０チーム、１００名）を統括する。

第４ 応急危険度判定士の参集行動基準

１ 地元判定士の行動基準

地元判定士は、次のように行動する。

（１）参集マッチングシステムにより支援要請を把握した場合、または本庄市が被災地

となり参集要請の連絡を受けた場合は、参集日時、判定従事期間、参集場所（一次

参集場所等）及び参集場所までの移動方法の確認を行う。
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（２）判定作業に協力するかどうかは家族、勤務先の被災状況及び自己の健康状態を勘

案し、家族、勤務先ともよく相談し決める。

（３）判定士は、指定された参集日時、参集場所に指定された方法により移動する。

（４）判定士は参集場所に到着後、判定コーディネーターに対して必要な事項の申告及

び参集の途中で得た被災地の状況を報告する。

（５）判定士は、班長から判定資機材の提供を受けるとともに、以下の内容の説明を受

ける。

① 被災地の状況（危険区域、火災発生区域、救助活動区域等）

② 気象情報（気温、風速、降雨等）

③ 余震情報（余震の震度、頻度、区域等）

④ 判定方法（オペレーションタイプ、判定調査表等）

⑤ 被災地情報（避難所の位置、被災住民への情報等）

⑥ 出発時間、現地への移動手段、現地における参集時間、参集場所

⑦ 判定作業中の危険防止についての注意

（６）判定士は、家族及び勤務先に行動スケジュール、緊急連絡先を伝えておく。

（７）判定士は、参集場所到着後は原則として実施本部の指揮下に入る。

２ 応援都道府県及び応援市町村の判定士の行動基準

応援都道府県及び応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）の判定士は、次の

ように行動する。

（１）参集マッチングシステムにより支援要請を把握した場合、または応援都道府県等

からの判定応援要請の連絡を受けた場合は参集日時、参集場所及び判定業務従事予定

期間等の確認を行う。

（２）応援の判定作業に参加するかどうか家族、勤務先ともよく相談し決定する。

（３）判定作業に参加する場合は、判定活動受諾の連絡を行い、被災地の状況に応じ、

特に持参すべき判定資機材、判定用具等の指示を受ける。

（４）判定士は、参集場所に到着後、応援都道府県等の職員に自己の健康状態を含め必

要な事項の申告を行う。

（５）判定士は、被災地の支援本部又は実施本部到着までの間は原則として応援都道府

県等の指揮下に入る。

（６）被災地の支援本部又は実施本部への移動は、原則として応援都道府県等が指定し

た方法により移動する。

（７）判定士は、班長から判定資機材の提供を受けるとともに、以下の内容の説明を受

ける。

① 被災地の状況（危険区域、火災発生区域、救助活動区域等）

② 気象情報（気温、風速、降雨等）

③ 余震情報（余震の震度、頻度、区域等）

④ 判定方法（オペレーションタイプ、判定調査表等）

⑤ 判定実施区域周辺の情報（避難所の位置、被災住民への情報等）
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⑥ 出発時間、現地への移動手段、現地における参集時間、参集場所

⑦ 判定作業中の危険防止についての注意

（８）被災地の支援本部又は実施本部到着後は、原則として支援本部又は実施本部の指

揮下に入る。

第５ 持参する判定資機材等

判定士は、実施本部、支援本部、支援都道府県等で準備する判定資機材とは別に、判定

業務に必要となる判定資機材を持参すること。

第６ 応急危険度判定の実施

１ 判定作業は、実施本部又は判定拠点の判定コーディネーターが各班長に指示し、各班

長が各判定士に判定コーディネーターの指示内容を伝え実施する。

２ 判定士は必ず判定終了時間、参集時間遅参の場合の対応を確認しておく。

３ 判定実施区域への移動は、実施本部又は判定拠点で用意した輸送手段により移動する。

４ 判定士は、判定作業を行う際には応急危険度判定士登録証を必ず携持するとともに、

腕章等を身につけ判定士として識別出来るようにする。

５ 判定作業は、原則として２人１組で行う。

６ 判定作業中及び移動中は、お互い危険に注意し、危険な場所に近づかない等、無理な

活動はしない。

７ 緊急事態（余震その他の災害が発生した時等の障害等）、判定における疑問等につい

ては、班長を通じ携帯電話等で実施本部又は判定拠点と連絡を行い判定コーディネータ

ーの指示をあおぐ。

８ 判定作業は、迅速かつ誠実に行い被災地の住民に対し、誠意をもって対応する。

９ 判定結果については、判断根拠を随時建築物ごとに記録する。

10 判定作業終了後、実施本部又は判定拠点に戻り、班長に判定結果等並びに自己の健康

状態の報告を行う。又、判定結果の中で特に注意を必要とする被災建築物等については、

その旨報告する。

11 班長は、各判定士から判定結果等の報告受け次第判定結果の集計を行い、判定コー

ディネーターに集計結果の報告を行う。又、判定結果の中で特に注意を必要と報告され

た被災建築物等については、必要な措置について具申する。

12 判定士は、原則として実施本部又は支援本部で準備した宿泊施設に宿泊する。ただし、

地元判定士は自宅に戻ることが出来る。その場合は翌日の判定活動について判定コーデ

ィネーターの指示を受ける。

第７ 判定結果の表示

各建築物判定終了後、判定結果に基づき建築物ごとに、当該建築物の出入口等見易い場

所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの判定ステッカーを貼ることとする。判定

ステッカーには、判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明を明記することとする。
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第８ 住民対応及びマスコミ対応

１ 判定士は、判定を行う場合、判定に対する住民の理解を得るために実施本部等で準備

した判定のリーフレット等を持参し、必要に応じて配布する。

２ 所有者（又は住居者等）が在宅していればその場で判定結果を知らせることとし、判

定についての質問等が合った場合には、適切に回答するものとする。

３ 現地で判定以外の業務を求められた場合、丁寧にお断りしすみやかにその場を離れる。

４ 判定に際して、所有者（又は居住者等）の理解を得られなかった場合、判定ステッカ

ーを貼らずに判定調査表にその旨の記録のみ残す。(ステッカーを剥がされた場合も同

様）

５ 日本語の通じない外国人居住者に対しては、英語等で書かれたステッカー及び判定結

果説明書等をあらかじめ用意しておくことが望ましい。

６ マスコミとの対応方法については、事前に判定コーディネーターに確認しておく。
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本業務マニュアルにおいて下記の用語を次のとおり定義する。なお、用語には埼玉県の

行う判定支援本部業務に関するもの（※）も含まれる。

《ア行》

○応援市町村

被災した市町村へ支援を行う市町村を略して「応援市町村」という。

県内で被害がなかった市町村において、県（支援本部）からの支援要請により判定士、

判定コーディネーターの派遣及び判定資機材の支援を行う市町村、又は事前の災害協定

等により支援要請がなくても判定士、判定コーディネーター及び判定資機材の支援を行

う市町村をいう。

○応援都道府県

被災した都道府県への支援を行う都道府県を略して、「応援都道府県」という。

被災地の都道府県（支援本部）、又は国土交通省からの支援要請により判定士、コーデ

ィネーターの派遣及び判定資機材の支援を行う都道府県、又は事前の災害協定により支

援要請がなくても判定士、判定コーディネーター及び判定資機材の支援を行う都道府県

をいう。

○応援行政職員（※）

実施本部が設置された市町村以外の市町村、及び他都道府県の行政職員で、実施本部

員又は判定コーディネーター等として従事する。

○応援判定士

実施本部が設置された市町村以外の市町村、及び他都道府県に在住する判定士をいう。

○応援判定コーディネーター

実施本部が設置された市町村以外の市町村、及び他都道府県に在住する判定コー

ディネーターをいう。

○応援判定士等

応援判定士及び応援判定コーディネーターを総称して「応援判定士等」という。

○応援本部（震後）（※）

広域支援本部以外で、被災を受けた都道府県に対し支援を行う都道府県をいう。

《カ行》

○各地方整備局等（※）

国土交通省の以下の地方支分部局を総称して「各地方整備局等」という。
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北海道開発局、東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、

近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局、沖縄総合事務所

○行政職員

都道府県および市町村の職員を「行政職員」という。

保険加入のために民間の判定士と区分するために考慮している。

○建築関連団体

建築関連団体は、彩の国既存建築物地震対策協議会に参加する県及び市町村以外の団

体をいう。令和５年４月現在、次の１１団体が参加。

(一社)埼玉建築士会 (一社)埼玉県建築士事務所協会

(一社)埼玉建築設計監理協会 (一財)埼玉県建築安全協会

(一社)埼玉県建設業協会 (公財)埼玉県住宅センター

埼玉土建一般労働組合 建設埼玉

埼玉県住まいづくり協議会 (一財)さいたま住宅検査センター

(一社)日本建築構造技術者協会関東甲信越支部埼玉サテライト(ＪＳＣＡ埼玉)

○広域支援本部（※）

被災建築物応急危険度判定広域支援本部を略して「広域支援本部」という。

支援本部からの要請によりブロック幹事県に設置され、ブロック協議会内の被災して

いない都道府県の支援の取りまとめを行う。

○広域支援本部長（※）

被災建築物応急危険度判定広域支援本部長を略して「広域支援本部長」という。

広域支援本部が設置されたときに、ブロック幹事県の判定所管課長をあてる。

《サ行》

○災害対策本部

災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）第２３条第１項に基づき

設置されたものをいう。

○災害対策本部長等

市区町村災害対策本部長等を略して単に「災害対策本部長等」という。

「災害対策本部長等」とは、市町村における災害対策本部長及び災害対策本部が設置

されるまでの間における市町村長をいう。

○埼玉県応急危険度判定体制整備計画（※）

平成１９年度に、埼玉県地震被害想定調査における建築物の被害予測に基づき、被災
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建築物応急危険度判定士の養成などの整備計画を策定した。

○埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱

埼玉県における被災建築物応急危険度判定士の認定要件、登録等を規定している。

平成７年１２月１５日施行。認定の要件として、建築士法（昭和２５年法律第２０２

号）第２条第1 項の規定による建築士（埼玉県内に在住又は在勤する者に限る。）又

はその他知事の認めた者で要綱に定める講習会を修了した者又は他の都道府県に

おける同様の講習会を修了した者としている。

○彩の国既存建築物地震対策協議会

平成１０年１月埼玉県、埼玉県内の市町村及び建築関連団体を会員に、現行の耐震設

計基準に適合しない建築物の耐震性の向上及び被災建築物応急危険度判定体制の整備等、

建築物に係る地震対策の適正かつ円滑な推進を図ることを目的に設立され、被災建築物

応急危険度判定実施に係るネットワークの構築等の事業を行っている。

○支援本部

被災建築物応急危険度判定支援本部を略して単に「支援本部」という。

「支援本部」とは、判定の実施を支援するために、県に設置される本部をいう。

○支援本部長

被災建築物応急危険度判定支援本部長を略して単に「支援本部長」という。

「支援本部長」とは、判定の実施を支援するため、あらかじめ定められた震度以上の

地震が発生した場合に支援本部を立ち上げ、判定主管課長をあてる。

○震前支援計画（※）

災害時の実施本部における円滑な応急危険度判定活動実施を支援するため、各市町村

が策定した震前判定計画をもとに、各市町村に対する支援内容についてあらかじめ取り

纏めた計画をいう。

○震前判定計画

災害時に円滑な応急危険度判定活動が行なえるよう、実施体制、実施区域、対象建物

数・用途、実施期間、判定士数、判定資機材及び支援要請が必要な場合の受け入れ体制

などについて、あらかじめ各市町村の判定主管課において策定する計画をいう。

○実施本部

被災建築物応急危険度判定実施本部を略して単に「実施本部」という。

「実施本部」とは、市町村災害対策本部の下に組織される判定を実施するために市町

村に設けられる判定を行うための実施本部をいう。
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○実施本部員

実施本部において、実施本部の業務を行う行政職員をいう。体制は、業務分ごとに班

で対応し、判定実施計画等の業務を受け持つ判定計画班、判定士等の名簿作成・連絡調

整及び判定結果等の関係を受け持つ判定支援班及び判定士の宿泊・食事・移動手段、資

機材関係の資料作成等の業務を受け持つ後方支援班の３班体制が考えられる。（実施本

部業務マニュアル第３解説参照）

○実施本部長

被災建築物応急危険度判定実施本部長を略して単に「実施本部長」という。

「実施本部長」とは、判定を実施するため、あらかじめ定められた震度以上の地震が

発生した場合に実施本部を立ち上げ、判定主管課長をあてる。

○実施本部等

実施本部及び判定拠点を総称して「実施本部等」という。

○地元判定士

実施本部が設置された市町村に在住・在勤する判定士をいう。

○地元判定士等

地元判定士及び地元判定コーディネーターを総称して「地元判定士等」という。

○１０都県被災建築物応急危険度判定協議会（※）

北海道及び東北地方の県を除く東日本の１０都県で構成される。

大規模地震が発生し、被災建築物応急危険度判定の必要が生じた場合の相互支援計画

等の連絡調整を行っている。

○全国協議会

全国被災建築物応急危険度判定協議会を略して単に「全国協議会」という。

「全国協議会」とは、大規模な地震が発生した場合、被災建築物の判定の実施をより

迅速にかつ的確に実施していくため、判定の方法、都道府県相互の支援等に関して事前

に相談を行い、判定の実施体制の整備を推進していく必要があり、これらの中心的な担

い手として国土交通省及び都道府県、建築関係団体が発起人となり、全国４７都道府県

及び建築関係団体等が構成員となって平成８年４月５日に設立された。

○全国支援本部（※）

複数の県で甚大な被害が発生するなど、１つのブロックだけでは対応できない場合に

全国的な支援のため国土交通省に設置される「応急危険度判定全国支援本部」の略。
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○全国マニュアル

全国被災建築物応急危険度判定業務マニュアルを略して単に「全国マニュアル」とい

う。

「全国マニュアル」は、全国要綱により各都道府県が策定することが定められた、被

災建築物の判定を実施するために策定されたマニュアルである。全国マニュアルを参考

として、各都道府県においてその実情に合わせた各マニュアルが策定されることを前提

として策定されている。

全国マニュアルは、以下により構成される。

○全国要綱

全国被災建築物応急危険度判定協議会が定めた被災建築物応急危険度判定要綱を略

して単に「全国要綱」という。

「全国要綱」とは、平成７年３月２９日建設省住防発第１０号の通達を実施するため

に、全国協議会が中心となり策定された。

《タ行》

○地域防災計画等

地域防災計画、あるいは震災予防条例等をいう。

○チーム

被災地で実際に判定を実施する最小単位、原則判定士２名で構成される。

○チーム編成業務マニュアル

判定コーディネーターが、チーム及び班編成を行う際の業務について作成されたマニ

ュアル

《ハ行》

○班

業務マニュアル

震前対策編

震後対策編

市区町村震前マニュアル

実施本部業務マニュアル

支援本部業務マニュアル

判定士業務マニュアル

判定コーディネーター業務マニュアル

チーム編成業務マニュアル

広域支援本部業務マニュアル

都道府県震前マニュアル

ブロック幹事都道府県震前マニュアル
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被災地で実際に判定を実施する最小グループ。最大１０のチームにより構成され、判

定コーディネーターから任命された班長、副班長が統括する。

○班長、副班長

班長とは班の代表者、副班長とは班長の補助あるいは代理を行う副代表者

○判定

被災建築物応急危険度判定を略して単に「判定」という。

○判定拠点

被災建築物応急危険度判定の判定拠点を略して単に「判定拠点」という。

「判定拠点」とは、被災地での情報収集及び判定実施のために被災地あるいはその周

辺に設置する判定の拠点をいう。

○判定コーディネーター

被災建築物応急危険度判定コーディネーターを略して単に「判定コーディネーター」

という。

「判定コーディネーター」とは、実施本部、判定拠点及び支援本部において、判定の

実施のために判定士の指導・支援を行う行政職員及び判定業務に精通した地域の建築団

体に属する者で、判定コーディネーター１名が最大５班を統括する。

○判定コーディネーター業務マニュアル

判定コーディネーターの業務について定めたマニュアル

○判定士

被災建築物応急危険度判定士を略して単に「判定士」という。

「判定士」とは、判定を実施するために、都道府県より認定された者をいう。

埼玉県では、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱により、建築士又はその他

知事が認めた者で知事の指定する講習会等を終了し、知事の認定を受けた者としている。

○判定士等

判定士、判定コーディネーターを総称して判定士等という。

○判定支援計画（※）

各実施本部からの支援要請に基づき支援本部長が策定する、実施本部に対する支援内

容を取り纏めた計画をいう。この計画をもとに各実施本部、応援市町村、建築関連団体

との調整、及びブロック幹事県への支援要請を実施する。（参照：支援本部マニュアル

第５及び第６）
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○判定資機材

判定調査表、判定ステッカー、下げ振り、クラックスケール等、全国マニュアル第４

編「標準判定資機材一覧表」に定められた判定に使用する資機材。

○判定実施

被災建築物応急危険度判定の実施を略して単に「判定実施」という。

「判定実施」とは、実施本部により決定され被災建築物の判定を実施することをいう。

○判定実施オペレーションタイプ

実施本部が、判定実施にあたり災害規模に応じ、判定実施区域の状況、動員可能とな

る判定士、判定コーディネーターの数、判定実施期間等を考慮の上決定する判定方法。

オペレーションタイプは次の２タイプがある。

タイプＡ：判定実施区域として定めた区域内の対象の建築物について、「外観」調査

を中心とした判定の実施

タイプＢ：所有者等の「要請」に応じた対象について、「立入り」調査を含む判定の

実施

○判定実施計画

実施本部長が策定する被災市町村における判定実施の計画。

※参照：実施本部業務マニュアル第５

○被災建築物応急危険度判定士参集マッチングシステム

地震発生後の判定活動を円滑に開始することを目的としたシステム。実施本部及び判

定士がPCやスマートフォンを用いたインターネット接続によりシステムにアクセスして

して参集希望等を登録し、システムが自動的にマッチングさせる。

○被災宅地危険度判定

宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危

険度を分類することをいう。

○被災宅地判定実施本部

宅地危険度判定を実施するために被災した市町村の災害対策本部に設置する組織を

いう。

○被災度区分判定

被災度区分判定は、損傷率と損傷状況という２つの観点から調査が実施され、調査結

果は部位毎に５つの被災度（軽微、小破、中破、大破、破壊）に区分される。

当該建築物の適切かつ速やかな復旧に資することを目的に行われる。
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○ブロック協議会（※）

地震による大規模災害時の広域的支援に備え、地域毎に設立された広域被災建築物応

急危険度判定協議会をいう。

埼玉県は、１０都県被災建築物応急危険度判定協議会の構成員である。

○ブロック幹事県（※）

支援本部だけでは対応できずブロック協議会内の他の都道府県の支援が必要となった

場合に、ブロック協議会の窓口として取りまとめを行う都道府県をいう。

各ブロック協議会により、代表幹事や応援主幹などと呼んでいる。

１０都県被災建築物応急危険度判定協議会では、各年度の会長である都県がブロック

幹事県を担当し、会長都県が被災等で対応出来ない場合、副会長である都県が担当する。

《マ行》

○民間判定士等

判定活動時に死亡若しくは負傷した場合に公務災害の適用を受けることできる以外

の者で、都道府県が判定士又は、判定コーディネーターとして登録した者をいう。

○民間判定士等補償制度（※）

「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度」の略

判定活動時に死亡若しくは負傷した場合に公務災害の適用を受けることができる以外

の者で、都道府県が判定士又は判定コーディネーターとして登録した者を対象とした

補償制度を、全国協議会が平成１０年７月１日から創設した。

詳細は、被災建築物応急危険度判定必携（令和４年５月）第３編「補償制度関係」を

参照。

○民間判定士等補償要領（※）

「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領」の略。

詳細は、被災建築物応急危険度判定必携（令和４年５月）第３編「補償制度関係」を

参照。

《ラ行》

○り災証明（※）

り災証明は、家屋の財産的被害程度の認定のためのもので、被災者生活再建支援法等

による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とさ

れる家屋の被害程度を、市区町村長が証明するもの。

り災証明のための被災家屋の被害程度の調査（被害認定調査）は、被災した家屋の損

害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度（全壊、半壊等）を明

らかにするもの。
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《その他》

○この業務マニュアルに定めのないものは、本業務マニュアル及び全国マニュアルの定め

るところ、あるいは、他の業務マニュアルの定めるところによる。
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様 式 編

様

式

編



情報伝達様式の一覧

※1 2022年度版被災建築物応急危険度判定必携 第６編 判定活動実施に係る様式等から引用

※2 2022年度版被災建築物応急危険度判定必携 第３編 補償制度関係 全国被災建築物応急危険度民間

判定士等補償制度事務マニュアルから引用

様式番号 様式名 関係箇所 備考

本
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

支
援
本
部
用

様式１
地震による建築物被災
状況及び判定実施本部
の設置有無について

実施本部マニュアル
第３第３項

支援本部への実施本部
設置判定実施要否連絡
に使用

様式２
応急危険度判定実施計
画書

実施本部マニュアル
第５

判定実施計画検討・策
定時に使用

様式３
応急危険度判定支援要
請書

実施本部マニュアル
第６

支援本部への支援要請
時に使用

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用

様式４ 派遣依頼書

実施本部マニュアル
第７第１項

地元判定士等への参集
要請に使用
※相互応援協定様式と併用

様式４－１ 派遣依頼書１
派遣可能判定士リスト
(団体・一般用)

様式４－２ 派遣依頼書２
派遣可能判定士リスト
(行政用)
※相互応援協定様式と併用

様式４－３ 災害対策本部連絡表
実施本部マニュアル
第７第２項

災害対策本部への報告
に使用

相

互

応

援

協

定

用

様式１ 応援要請書

実施本部マニュアル
第７第１項

伊勢崎市・深谷市への
支援要請に使用

様式２ 派遣職員等一覧表

様式１ 応援要請書
渋川市・加須市への支
援要請に使用

様式２ 派遣職員等一覧表

参
考
様
式

様式１
被災建築物応急危険度
判定調査結果入力表※1 実施本部マニュアル

第１５
判定結果集計時に使用

様式２
被災建築物応急危険度
判定集計表※1

様式５
訓練活動及び判定活動
状況通知書※2

実施本部マニュアル
第１７

判定実施後に県を経由
して全国協議会へ提出

埼
玉
県
被
災
建
築
物
応
急
危
険
度

判
定
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
参
照

様式４
応急危険度判定支援計
画書 支援本部マニュアル

第５第１項
判定支援計画検討・策
定時に使用

様式５
応急危険度判定支援計
画書（総括表）

様式６
応急危険度判定支援回
答書

支援本部マニュアル
第５第３項

支援本部から実施本部
へ支援内容を回答する
際に使用

様式７
応急危険度判定支援
要請・回答書※1

支援本部マニュアル
第７

県内無被害市町村・ブ
ロック幹事都県への支
援要請・回答時に使用

(様式４)
被災建築物応急危険度
民間判定士等名簿※2

支援本部マニュアル
第８第１項

他都道府県からの判定
士等派遣がある時に使
用
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被災建築物応急危険度判定 第 報

年 月 日

時 分

埼玉県都市整備部建築安全課長 あて

[市･町･村]被災建築物応急危険度判定担当課長

地震による建築物被災状況及び判定実施本部の設置有無について

月 日に発生した地震により、下記のとおり管内で被災が発生した模様です。

（市・町・村）は（下記のとおり対応します・以下の理由で対応できません）。

（理由： ）

記

１ 観測震度 最大震度 （弱・強）

２ 被災状況 （市・町・村）内の（広範囲にわたり・一部地域において）、

建築物に（甚大な・相当数の・中程度の・軽微な）被害が発生。

３ 対応方針 判定実施本部を（設置済・設置予定・する方向で検討中・設置しない）

⇒実施本部設置（予定）日時 （ 月 日 時 分）

●発信者 担当課・係名

職 ・ 氏 名

●連絡先 現在地：職場・自宅・その他（ ）

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

●その他

(具体的な被災エリア及び状況等）

[市･町･村]様式１
実施本部ﾏﾆｭｱﾙ
第３第 3 項関係
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様式４

被災建築物応急危険度判定派遣依頼
（本庄市被災建築物応急危険度判定士ネットワーク用）

令和 年 月 日

あて

本庄市都市整備部建築開発課長

（復旧部建築班長）

派 遣 依 頼 書

下記の理由により、被災建築物応急危険度判定の実施に伴う派遣を

依頼します。

記

１ 派遣を依頼する理由

月 日に発生した地震により、相当数の建築物に被害がみられるため。

２ 添付書類（該当するものに○印）

・派遣依頼書１（判定士ネットワーク：団体・一般用）

・派遣依頼書２（判定士ネットワーク：行政用）

・その他（ ）

３ 連絡先

団体・所属名
（担当課・係名）
担 当 者 名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ

そ の 他
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災害時における伊勢崎市、本庄市及び深谷市との相互応援協定

に関する実施細則

この細則は、伊勢崎市、本庄市及び深谷市（以下「協定市」という。）との間で

平成１８年６月２８日締結した災害時における伊勢崎市、本庄市及び深谷市との相

互応援に関する協定書（以下「協定書」という。）第 9条第 2項により定めるもの

とする。

（連絡の窓口）

第１条 協定書第１条に規定する連絡担当部局は以下の表のとおりとする。

（応援要請書）

第２条 被災を受けた市（以下「被災市」という。）が、協定書第３条の規定によ

り応援を受けようとするときは、速やかに応援要請書（様式 1）により応援を要

請するものとする。

（応援時の留意事項）

第３条 応援活動を進めるときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

（１）応援しようとする市（以下「支援市」という。）の職員（以下「派遣職員」

という。）は、支援市名を表示する腕章及び保護帽等を着用すること。

（２）支援市は、派遣職員の職種及び人数等を明確にするため派遣職員等一覧表

（様式２）を作成し送付すること。

（連絡責任者）

第４条 協定書第７条に定める連絡責任者は、次の者とする。

（１）伊勢崎市 総務部安心安全課長

（２）本庄市 市民生活部危機管理課長

（３）深谷市 総務部総務防災課長

（情報の交換）

第５条 協定市は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、随時会

議を開催するものとし、開催は輪番制とする。

附 則

この細則は、平成１８年 ６月２８日から実施する。

連 絡 担 当 課 連 絡 先 時間外連絡先

伊勢崎市 総務部安心安全課
電話 0270-27-2706
FAX 0270-26-6123

電話 0270-24-5111
（宿直室）

本庄市 市民生活部危機管理課
電話 0495-25-1184
FAX 0495-22-0602

電話 0495-25-1111
（警備室）

深谷市 総務部総務防災課
電話 048-571-1211
FAX048-573-8250

電話 048-571-1211
（警備室）
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様式１（第２条関係）

第 号

年 月 日

（支援市）

市長 様

（被災市）

市長 ㊞

応 援 要 請 書

令和○年○月○日、○○市域で発生した○○○○災害について、市独自では十分に被災者の

救護等の応急措置ができないため、災害時における伊勢崎市、本庄市及び深谷市との相互応援

に関する協定書に基づき、貴市に対し応援要請をいたします。

被害の状況

応援期間

応援場所及び応

援場所への経路
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（様式１続紙）

応

援

の

内

容

食糧・飲料水生

活必需物資の

供給及び資機

材

救出、医療、防

疫、施設の応急

復旧に必要な

資機材

救助・応急復旧

に必要な技術

職・技能職

ボランティア

の斡旋

提供住宅戸数

及び期間

その他必要な

事項
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様式 2（第３条関係）

派 遣 職 員 等 一 覧 表

派 遣 職 員 の 内 訳

職 種 氏 名 住 所 連 絡 先

一般行政 職 員： 名

土木関係
技 師： 名

技術員： 名

建築関係
技 師： 名

技術員： 名

水道関係
技 師： 名

技術員： 名

下水道

関係

技 師： 名

技術員： 名

清掃関係
技 師： 名

技術員： 名

保険・防疫

関係

技 師： 名

技術員： 名
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災害時相互応援協定に関する実施細則

この細則は、群馬県渋川市、埼玉県加須市及び本庄市（以下「協定市」という。）

との間で平成１９年３月３０日締結した災害時における相互応援協定書（以下「協

定書」という。）第１１条第 2項により定めるものとする。

（連絡の窓口）

第２条 協定書第１条に規定する連絡担当部局は以下の表のとおりとする。

（応援要請書）

第２条 被災を受けた市（以下「被災市」という。）が、協定書第３条の規定によ

り応援を受けようとするときは、速やかに応援要請書（様式 1）により応援を要

請するものとする。

（応援時の留意事項）

第５条 応援活動を進めるときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

（３）応援しようとする市（以下「支援市」という。）の職員（以下「派遣職員」

という。）は、支援市名を表示する腕章及び保護帽等を着用すること。

（４）支援市は、派遣職員の職種及び人数等を明確にするため派遣職員等一覧表

（様式２）を作成し送付すること。

（連絡責任者）

第６条 協定書第８条に定める連絡責任者は、次の者とする。

（４）渋川市 総務部防災安全課長

（５）加須市 環境安全部危機管理防災課長

（６）本庄市 市民生活部危機管理課長

（情報の交換）

第５条 協定市は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、随時会

議を開催するものとし、開催は輪番制とする。

附 則

この細則は、平成１９年 月 日から実施する。

連 絡 担 当 課 連 絡 先 時間外連絡先

渋川市
総 務 部

防災安全課

電話 0279-22-2130
FAX 0279-24-6541

電話 0279-22-2111
（宿直室）

加須市
環境安全部

危機管理防災課

電話 0480-62-1111
FAX 0480-62-1934

電話 0480-62-1111
（警備員室）

本庄市
市民生活部

危機管理課

電話 0495-25-1184
FAX 0495-22-0602

電話 0495-25-1111
（警備員室）
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様式１（第２条関係）

第 号

年 月 日

（支援市）

市長 様

（被災市）

市長 ㊞

応 援 要 請 書

令和○年○月○日、○○市域で発生した○○○○災害について、市独自では十分に被災者の

救護等の応急措置ができないため、災害時相互応援協定書に基づき、貴市に対し応援要請をい

たします。

被害の状況

応援期間

応援場所及び応

援場所への経路
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（様式１続紙）

応

援

の

内

容

食糧・飲料水生

活必需物資の

供給及び資機

材

救出、医療、防

疫、施設の応急

復旧に必要な

資機材

救助・応急復旧

に必要な技術

職・技能職

ボランティア

の斡旋

提供住宅戸数

及び期間

一時受け入れ

被災児童数及

び期間

その他必要な

事項
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様式 2（第３条関係）

派 遣 職 員 等 一 覧 表

派 遣 職 員 の 内 訳

職 種 氏 名 住 所 連 絡 先

一般行政 職 員： 名

土木関係
技 師： 名

技術員： 名

建築関係
技 師： 名

技術員： 名

水道関係
技 師： 名

技術員： 名

下水道

関係

技 師： 名

技術員： 名

清掃関係
技 師： 名

技術員： 名

保険・防疫

関係

技 師： 名

技術員： 名

- 65  -

相
互
応
援
協
定
（
渋
川
・
加
須
）



- 66  -

参
考
様
式



- 67  -

参
考
様
式
１



- 68  -

参
考
様
式
１
　
記
入
例



- 69  -

参
考
様
式
２



- 70  -

参
考
様
式
２
　
記
入
例



- 71  -

様
式
５



- 72  -

判
定
調
査
票



- 73  -

判
定
調
査
票



- 74  -

判
定
調
査
票



- 75  -

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー



- 76  -

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー



- 77  -

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー



- 78  -

判
定
ス
テ
ッ
カ
ー



資 料 編

資

料

編



- 79 -

判
定
要
綱



- 80 -

判
定
要
綱



- 81 -

判
定
要
綱



- 82 -

伝
達
訓
練
実
施
要
領



- 83 -

伝
達
訓
練
実
施
要
領



- 84 -

伝
達
訓
練
実
施
要
領



- 85 -

伝
達
訓
練
実
施
要
領



- 86 -

避
難
場
所



- 87 -

避
難
場
所



- 88 -

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
応
急
危
険
度
判
定
）



- 89 -

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
震
度
と
揺
れ
）



■改定履歴

・平成２８年（２０１６年）７月策定
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